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FMS-SWGの方針

ミッション：次世代ネットワークを活用するサービスの一つと
考えられる固定･移動シームレスサービスの普及促進を目指し、
課題や技術基準や標準のあり方・必要事項の明確化を図る。

取り組み方針：

1. 検討対象のサービスイメージ固めとモデル化

– 対象メディア：音声、マルチメディア

– 対象アクセス技術：3G移動網、WiLAN、WiMax
– モビリティの分類（ノマディック、シームレス)

2. 要件・課題整理

3. 既存の関連標準・技術基準の調査

4. 既存の標準や技術基準に対する過不足等の検討

資料作14-4再掲
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FMS-SWGの活動状況

登録(5/25時点)：21社、3団体
SWG開催状況：5月～11月の半年間、2週間に1回のペースで開催

1. 国内のFMCサービスの調査
2. 海外のFMCサービスの調査
3. FMCサービスの定義

- 軸（主なパラメータ）
- モデリング

4. FMCに関わる技術基準の調査
5. FMCに関わる国際標準の調査

- ITU-T Q.MMRシリーズ（モビリティ管理関連）
- ITU-T Q.FMCシリーズ（FMC関連）

6. 検討項目の抽出
- 呼設定、ハンドオーバ時における利用者への通知内容と方法
- 事業者間協調に必要なインタフェース、プロトコル
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国内で想定されているFMCサービスの例

サービス概要

A 080/090発信するOne Phoneサービス。自宅で携帯を利用するとき、携帯電話よりも低水準の料金とな
る。固定網はブロードバンド回線を使ったVoIPで通話品質は優先制御で確保。

B 第三世代携帯電話サービスを補完するIP電話サービスを組み合わせた090ワンナンバーサービス。IP
電話在圏中の着信の090番号をダイヤルしても050番号をダイヤルしてもIP電話に着信。

C 080/090発信すると着信者の在圏エリア(携帯電話/WiFi)に応じて振り分ける。着信者へは発信した番
号が表示。One Phone、One Number、請求書統合、セット利用割引。

D 固定、モバイルにかかわらずワンナンバーで着信および発信を可能にする。050発信を考え、着信者
がWiFI在圏時はそのまま着信し、それ以外は090番号をくくりつけモバイル網へ振り分け。

E 060番号を用い、契約者が屋内にいるときは電話（0AB～J）へ、屋外にいる時は携帯（090/080）に振
り分ける電話の付加サービスと想定。プレゼンス管理との協調も検討中。

F 上記と同様。NWサービス(0AB-J, 090)だけでなくビリング、端末一体化も検討。

G 公衆PHSを家庭内でも利用可能とする。070と0AB-J/050を組み合わせたサービスで、どのNWからでも
070番号で発信可能。0AB-J/050NW配下では0AB-J/050の発信も可能。

H 無線LAN(WiFI)内蔵携帯電話を用い、屋内では固定電話の子機として発着信し屋外では通常の携帯電
話として発着信。当面0AB-Jと090/080/070の現行番号利用。携帯網を所有しない固定電話事業者とし
て、ワンナンバー(例えば060)が理想的とする。

I 既に070/080/090や050に加入しているユーザを対象に、060を論理番号として、着信する上記既存網
へくくりつけ、発呼者からの呼を適切な既存網へルーティングする。

出典：情報通信審議会 電気通信番号委員会 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/bango/

利用者が無線宅内網(WiFi)エリア内にいるならば、無線アクセス経由で固定VoIP網へ、また、無
線宅内網エリアでなければ携帯電話網に振り分けるサービスが大半である。
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海外のFMCサービスの取り組み状況
海外におけるFMCサービスは、料金施策または既存サービスの組み合わせ提供が主。
特に目新しさはなく、利用者に爆発的な支持が得られている状況にはない。

事業者 固定･移動融合サービス

先駆者その1:
英国 British 
Telecom (BT)

BT社が世界初と銘打った「BT Fusion」を提供（2006年3月時点で約2万4千
加入）。 一台の端末を固定網と携帯網両方で利用するOne Phone型サービ
スで、「携帯電話の便利さと固定電話並みの低料金・高品質な利用」を訴
求している利用者はBT Hubと携帯(Fusion)端末とSIMカードが必要網の自
動切換えと通話中のハンドオーバが可能。

先駆者その2:
韓国 KT/KTF

KT社が「Onephone 」の提供を開始し、2006年3月時点で約18万加入となっ

たが、昨年サービス提供を中止。固定網・携帯網の切り替えに3-5分かか

り、一度中断されるとAPのBluetooth設定もリセットされるのがその一因。

KTの公衆無線LANサービス(インターネットやVoIP)とKTFの携帯電話を使い

分ける「OnePhone2」を2006年3/4期以降の提供発表。

フォロワーその1:
ドイツ、フランス

(1) 自宅ゾーン内での携帯電話を固定電話並みの料金水準で提供する
Fixed-Mobile Substitution型サービス：T-Mobile, Vodafone D2, SFR
(2) 無線LANとGMS を切り替えるOnephone型サービス：FT/Orange, Free, 
Neuf Cegetel, DT/T-comのT-One

フォロワーその2:
USA

FMCを固定キャリア・携帯キャリアのバンドル型料金割引きサービスとし
て捉えており、多くのキャリアがパッケージプランを提供している。
例：AT&A/Cingular Wireless, Qwest/Qwest Wireless, Verizon/Verizon 
Wireless

出展：KDDI総合研究所レポートほか
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＜サービスの定義＞ FMCサービスの定義に必要な要素を整理

サービス要素 内容

メディア 音声通信に限らず、マルチメディア通信も含む。

通信形態 端末～端末の通信に加え、端末～サーバの通信を含む。

サービス識別子 音声通信の１ナンバーサービスはＦＭＣサービスに利用可能な
電気通信番号（０５０，０６０，０７０，０８０／０９０）を
利用する。マルチメディア通信においては電気通信番号を利用
しない（ＵＲＬ等を利用する）サービス識別子も考えられる。

アクセス網の種別 移動（３Ｇ）／固定（Wireless LAN）が一般的だがこれらに囚
われず、これから実用化される新しいアクセス網もありうる。

モビリティーと
ローミング

異なるNW間または事業者間のハンドオーバ管理や、ホーム網以
外からのローミングは必要な機能と想定される。

しかし、網の機能や端末のデバイス種別等の組み合わせにより、
そのパターンは爆発的なものになるため、今後、具現化される
サービス内容に応じて、適宜検討することが妥当と考える。

サービスの定義とモデリング(1/3)
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サービスの定義とモデリング(2/3)

位置管理事業者
位置管理事業者

（注）位置管理事業者は着事業者と同じ場
合や、発端末認証事業者と同じ場合もある。

発側事業者網
発側事業者網

位置管理サーバ

移動事業者網
移動事業者網

固定事業者網
固定事業者網

(注) 着端末が移動・固定
どちらにあるかは
何らかの方法で位置管理
サーバに登録する

発端末認証事業者
発端末認証事業者

認証サーバ
（注）発端末認証事業者は発事業
者と同じ場合もある

＜構成イメージ＞ ＦＭＣでは同一のサービス識別子で複数の事業者からサービ
ス提供を受けることができるようになる。その際、発端末の認証および着端
末の位置管理が必要になるが、その機能配分で様々な構成が考えられる。

発端末の認証 発端末が発側サービス識別子としてFMC番号を使用する場合、発側事業者或い
はFMC提供事業者にて利用可否の認証を行う

着端末の位置
管理

ＦＭＣ端末に着信するためには、接続に使用されたサービス識別子から着端末
が登録されているＮＷを特定する必要がある。着端末は自分が接続可能なＮＷ
を、なんらかの方法で位置管理サーバに登録する。位置管理は着側事業者ある
いは第3者的な事業者で行うことが考えられる。
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サービスの定義とモデリング(3/3)
モデル例：モバイル端末にＦＭＣ番号を付与（ＦＭＣ端末）することで、移動網／固定網を問わ

ず、１台のＦＭＣ端末でＦＭＣ着信を受けることを可能とするサービス形態

携帯電話網

固定電話網 ＩＰ電話網

ユーザＡ外出時

携帯電話圏内

無線ＬＡＮ圏内

宅内無線ＬＡＮ在圏時

携帯電話網在圏時

ユーザＡ在宅時ＦＭＣ番号発信

無線ＬＡＮ
アクセスポイント

総務省「IP時代における電気通信番号の在り方に関する研究会 第二次報告書」（平成18年6月）を参考に作成

携帯・無線ＬＡＮ
デュアル端末

位置登録時のシーケンス例

発端末 ＦＭ
端末

Ｃ

ローカル
位置管理

認証 呼処理
ホーム

位置管理 認証 呼処理

UNI UNI

端末登録
問合せ

登録可否
通知 登録可否

通知
位
置
情
報

位
置
情
報

位
置
情
報

通信
事業者ａ

通信
事業者ｂ

ｻｰﾋﾞｽ契約
通信事業者

ＦＭＣサービス契約
通信事業者網

呼処理

通信事業者ａ網
（発信側）

認証

ローカル
位置管理

通信事業者ｂ網
（着信側）

ホーム
位置管理

呼処理認証

ローカル
位置管理

呼処理認証

UNI UNI

実現構成例

移動
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国内制度の整備状況

「FMCサービス導入に向けた電気通信番号に係る制度の在り方」（情審通第33号）において提言

されたサービスを提供するために電気通信番号規則の改正が行われた（2007.11.21公布施行）。

ここでのFMCサービスとは、「網形態、通話料金、通話品質などを問わず、既存番号の指定を受

けている移動網や固定網を複数組み合わせて、１ナンバーでかつ１コールで提供されるサービス

（ただし、電話として最低限の通話品質は確保していることが必要）」を指す。これにより、国内に

おける上記サービスの環境は整備されたことになる。

電気通信番号規則 改正の概要（本則）

■ ０６０番号の規定の整備
ＦＭＣサービス（利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気

通信役務）を提供するための電気通信番号（０６０）の規定を整備。
＜組み合わせる網＞
固定電話（０ＡＢ～Ｊ番号）、携帯電話（０８０／ ０９０番号）、ＰＨＳ（０７０番号）、ＩＰ電話（０５０番号）

■ 携帯電話の電気通信番号(０８０又は０９０)、ＰＨＳの電気通信番号（０７０）及びＩＰ
電話の電気通信番号（０５０）の用途の拡充

ＦＭＣサービスを提供するために当該電気通信番号を用いることができる旨の規定を追加。
＜組み合わせる網＞
・携帯電話番号（０８０／０９０）又はＰＨＳ番号（０７０）によるＦＭＣサービスについては、固定電話（０ＡＢ～Ｊ番号）又はＩＰ

電話（０５０番号）
・ＩＰ電話番号（０５０）によるＦＭＣサービスについては、携帯電話（０９０／０８０番号）、ＰＨＳ（０７０番号）又は固定電話

（０ＡＢ～Ｊ番号）
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電気通信番号規則 改正の概要 （別表及び附則）

■ ０６０番号の指定単位の変更
事業者ごとに指定する電気通信番号の指定単位を０６０に続く３けた（１０万単位）の指定から４けた（１万単

位）の指定へと規定を変更。

■ ０６０番号の指定要件を整備
① 呼を振り分ける機能を有する設備の設置
② 第一種指定電気通信設備との網間信号接続（直接又は他の一の電気通信事業者の網を介して接続）の実施
③ 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備の技術基準適合確認等が実施されていることの確認

■ 携帯電話の電気通信番号(０８０又は０９０)、ＰＨＳの電気通信番号（０７０）及び
ＩＰ電話の電気通信番号（０５０）を用いてＦＭＣサービスを提供する場合の要件を
整備

① 呼を振り分ける機能を有する設備の設置
② 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備の技術基準適合確認等が実施されていることの確認
③ 呼の接続前に、発信者に対し、接続先とその料金水準で課金される旨を通知するための措置を講ずること。（０５

０番号の場合のみ）

附則
■ 本改正案は、公布の日から施行すること。
■ 本改正案の施行の際、現に指定されている改正前の０６０番号については、改正後の規定により指定したものとみなすこと。
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国際標準化動向（1/2）
ITU-Tでは、FMCはNGNの提供サービスの1つとして位置付けており、FMCおよびモビリティ管理に関してSG13と
SG19が協調して標準化作業を進めている。その状況をまとめると、

ステージ1: 要求条件整理に必要なサービス軸の分類や要求条件まではかなり詳細に検討済み
ステージ2: アーキテクチャ、所用機能に関して現在検討中
ステージ3: プロトコルについては今後の課題

勧告番号 タイトル 承認予定時期 概要

Q.1762/Y.2802 
(旧FMC-REQ)

“Fixed-mobile Convergence 
General Requirements” ／
FMCの一般要求条件

承認済み

FMCサービスの概要と、一般的なFMCサービスの
要求条件、ネットワーク条件等を規定。前提す
るネットワーク条件は、固定網側としてはIMS-
based NGNをはじめPSTN網等既存網も含み、ま
た移動網には、3G網、WiMAX網などが含まれる。

"FMC service scenario by 
using PSTN as the fixed 
Access network for Mobile 
network users PSTN Access 
for Mobile users"／PSTNと現
行の移動網間のFMCサービスシ
ナリオ

Q.FMC-IMS

"Fixed mobile convergence 
with a common IMS session 
control domain"／IMSベース
のFMC

2008年後半

IMSを用いたFMCサービスのバリエーションとし
て、固定網・移動網の種類、および、端末の種
類に応じて提供可能なサービス継続性
（Service Continuity）のタイプを整理してい
る。また、FMC用ネットワークアーキテクチャ
モデル（参照モデル）、および既存網ネット
ワークアーキテクチャへのマッピングを提示し
ている。

Q.FMC-PAM

（現時点ではすで
にQ.1763/Y.2803
として承認済み）

承認済み

（2007年9
月）

音声電話サービス、ビデオ電話サービスを対象
とし、固定網としてNGNではない既存PSTN網を
用いたFMCに関して規定している。IMSベースで
はなくIN（インテリジェント・ネットワーク）
ベースである。本勧告は提案元である中国固有
の市場状況を考慮したものである。

Q.FMCシリーズ（FMC関連）
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国際標準化動向（2/2）

勧告番号 タイトル 承認予定時期 概要

Q.1706/Y.2801

(旧Q.MMR)

“Mobility management 
requirements for 
NGN(stage1)“／モビリティ管
理要求条件

承認済み

NGN向けモビリティ管理(Mobility 
Management: MM)の要件について規定。
特に移動管理の分類、移動タイプ、要件
について規定している。

“Generic Framework of 
Mobility Management for 
Next Generation 
Networks(Stage2)”／モビリ
ティ管理フレームワーク

Q.LMF

"Framework of Location 
Management for 
NGN(Stage2/3)"／ロケーショ
ン管理フレームワーク

2008年4Q

モビリティ管理要求条件
（Q.1706/Y2801）に基づき、ロケーショ
ン管理に関するフレームワーク詳細を規
定。プロトコルについてはSIPベース／
Mobile IPベースを想定。

Q.HMF

“Framework of Handover 
Management for Next 
generation Networks
(Stage2/3)”／ハンドオーバ
管理フレームワーク

2008年4Q

シームレスハンドオーバーを実現するた
めのハンドオーバ管理手順を規定。プロ
トコルについてはSIPベース／Mobile IP
ベースを想定。

Q.MMF 2008年1月

モビリティ管理に関する以下の項目を規
定：(1)設計における考慮事項、(2)モビ
リティ管理の概念的フレームワーク、
(3)機能参照アーキテクチャ、(4)ハイレ
ベルな情報フロー

Q.MMRシリーズ（モビリティ管理関連）
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ユーザへの情報通知
FMCサービスで情報通知が望ましいケースを議論。 FMCサービスそのものの具体化が進ま
ず、「基準・標準の対象か、サービス上の競争点か」の議論は未実施。

通知が望ましい情報と今後議論が必要なポイント
(1)第三者がFMCサービス契約者に発信する場合、発信者側への通知が望まれる情報
•ダイヤルした番号から期待に反する(発信者課金時のより高い課金レート、より低い品質）条件

の回線に接続される場合に条件が変更される可能性があること
•携帯電話、PHSのように、特定個人に割り当てられていると考えられる番号で、他の人が応答

する可能性のある固定電話に着信する場合、共用されている番号へ着信されること
(2) 第三者がFMCサービス契約者に発信する場合、着信者側への通知で利便性が高まる情報
• 複数の人でシェアする固定電話の場合、特定の個人宛であることを識別できる情報
(3) FMCサービス契約者が発信する場合、着信者側への通知が望まれる情報
• 着信者が掛けなおす際に使用してほしい番号としての発信者のFMC番号

情報通知方法と今後議論が必要なポイント
(1)発信者番号表示：①携帯電話では使用中に表示画面を見ることは通常ない。②料金につい

ての通知は、課金される時間の違い、各種割引サービス、掛け放題サービスの適用など考える
と非常に複雑であり、番号による表示だけではわからないケースがある。★実際の回線の番号
と違う番号を通知できる仕組みを持たせるならば、番号詐称ができないような対策が必要
(2)音声によるガイダンス：①電話サービスでトーキーによるガイダンスが使われるが、通話前の

ガイダンスは必要情報に至るまでの時間が長くまどろっこしさを感じることがある。②通話中の
トーキーによる方法は通話自体の妨げとなりうる。
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事業者間インタフェース
事業者間の連携によるFMCサービスへの期待や需要によっては、事業者間連携という点からのイン
タフェース、プロトコルの規定が必要になる。（オーバヘッド*の可能性にも注意が必要）

1.動機:FMCの実現に際し、固定網と移動網の連携により提供される形態やサービス提供事業者と固定網と移動網の連
携により提供される形態が考えられる。(例えば異なる事業者間でのハンドオーバ管理やローミングのための機能の相互
連携)
2.現状:ITU-Tでは技術視点での標準化作業が進められており、FMC関連標準は、現在ステージ２段階。設計が可能とな

るステージ３（プロトコル）の完成までには、更に期間を要する。
3.将来の可能性：ビジネス形態に依存した事業者インタフェースの要求が生じる可能性もある（以下は呼処理は
行わず位置情報管理を別事業者が受け持つ着信手順の例）

発端末 ＦＭＣ端末

ローカル
位置管理
サーバａ

認証
サーバａ

呼処理
サーバａ

ローカル
位置管理
サーバｂ

認証
サーバｂ

ホーム
位置管理
サーバ

認証
サーバ

呼処理
サーバ

呼処理
サーバｂ

着信

位置情報問合せ

位置情報通知

着事業者変更依頼*

注１
ＦＭＣ端末への着信

ＦＭＣ端末へ着信

位置情報問合せ

位置情報通知

応答応答応答

ＦＭＣ端末へ
ＦＭＣ番号で発信

通信事業者ａ ｻｰﾋﾞｽ契約通信事業者 通信事業者ｂ
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まとめ
1. 国内で想定されている、あるいは、海外で実施されている「FMC」と冠をつ

けたサービスは電話サービスの発展系がほとんどであり、また、海外では

普及には至っていない。

2. 国内の電気通信番号規則の改定（2007.11.21から施行）により、国内におけ

るFMCサービスの環境が整備される。ここでのFMCサービスは、「網形態、

通話料金、通話品質などを問わず、既存番号の指定を受けている移動網や

固定網を複数組み合わせて、１ナンバーでかつ１コールで提供されるサー

ビス」を指す。

3. ITU-Tにおける標準化の動きも、要件だけは先行してまとめられているが、

アーキテクチャや機能モデルが検討中であり、実現に必要なプロトコル完

成にはあと2～3年必要な段階にある。

4. 将来の需要によっては、以下の項目の検討が望まれる。

- 呼設定、ハンドオーバ時における利用者への通知内容と方法

- 事業者間協調に必要なインタフェース、プロトコル
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